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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 158号

提   出  課 産業政策課

上越市中小企業・小規模企業振興基本条例の一部改正について

1 改正理由

中小企業等経営強化法の一部改正を受け、同法か らの引用条項を整備す るもの

2 改正内容

中小企業等経営強化法の引用条項を改める。 (第 2条関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市中小企業者向け融資に係 る損失補償に関する条例改正案新旧対照表

(下線部 が改正箇

改  正  案 改  正  前

(定義 )

第 2条 略

(1)～ (81略

(9)経営力向上 中小企業等経営強化法 (平

成 11年 法律第 18号 )第 2条第 12項
に規定す る経営力向上をい う。

1101 略

(定義 )

第 2条 略

(1)～ 181略

(9)経営力向上 中小企業等経営強化法 (平

成 11年 法律第 18号 )第 2条第 10項
に規定する経営力向上をい う。

住Ol 略
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 222号

提  出  課 産業政策課

ワークパル上越条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額 を改定す るもの

2 主な改正内容

(1)施設の利用料金の上限額を次のように改定す る。 (別表関係 )

施設名
上限額 (1時間につき)

改定後 現 行

多 目的ホール 2,260円 2 050円

調理実習室 620円 510円

コミュニケーシ ョンルーム 360円 300円

視聴覚室 770円 640円

教養文化室 360円 300円

第 1サークルルーム 360円 300円

第 2サークルルーム 150円 120円

第 3サークルルーム 150円 120円

第 1会議室 360円 300円

第 2会議室 290円 240円

(2) 附属設備の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係 )

設備名
上限額 (1時間につき)

改定後 現 行

視聴覚機器 110円 100円

特殊照明設備 110円 100円

131 但)及び121の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用

については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

阻)そ の他文言を整備する。

3 施行期 日

公布の日
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4 ワー クパル上越条例改正案新旧対照表

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 18条関係 )

但)

備 考

(2)

略

備考 略

施設名
上限額 (1時 間に

つき)

2,260円多目的ホール

調理実習室 620円

コ ミュニケー シ ョンルー

ム
360円

770円l見聴覚室

360円教養文化室

第1サークルルーム 360円

第2サークルルーム 150円

150円第3サークルルーム

360円第1会議室

第2会議室 290円

単位

上限額 (1

時間につ

き)

設備名

110円侃聴覚機器 [ぅぎこ

(略 )

特殊照明設備 15さこ HO円

(略 )

別表 (第 18条関係 )

但)

備考

(2)

略

備考 略

施設名
上限額 (1時間に

つき)

多目的ホール 2,050円

朔理実習室 510円

コミュニケーションルー

ム
300円

[見聴覚室 640円

教養文化室 300円

第1サークルルーム 300円

第2サークルルーム 120円

第3サークルルーム 120円

第1会議室 300円

第2会議室 240円

設備名 単位

上限額 (1

時間につ

き)

:兄聴覚機器 1:J電 100円

(略 )

特殊照明設備 と衝さこ 100円

(略 )
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 223号

提  出  課 産業政策課

上越人材ハイスクール条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

施設の利用料金の上限額を次のように改定す る。 (別表関係 )伍)

施設名
上限額 (1時間につき)

改定後 現 行

研修棟 第 1教室 720円 600円

第 2教室 800円 660円

第 3教室 560円 460円

第4教室 640円 530円

実習室 1 200円 1,000円

l見聴覚室 2 050円 1 860円

腔室 170円 140円

121 附属設備の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係 )

設備名 単位
上限額

改定後 現 行

研修棟 ビデオ L国 につき 1 020円 1 000円

プロジェクター 1 020円 1 000円

オー バ ー ヘ ッ ド

プロジェクター
1,020円 1 000円

スクリーン 1,020円 1,000円

故送設備 1,020円 1,000円

パソコン 510円 500円

令暖房設備
[時 間 につ

き
570円 560円

13)(1)及 び121の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用

については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布 の 日
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4 上越人材ハイスクール条例改正案新旧姑照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 16条関係)

は)施設利用料金

備考 略

12}附属設備利用料金

備考 略

施設名 上限額

(1時 間につき)

研修棟 第1教室 720円

第2教室 800円

第3教室 560円

第4教室 640円

実習室 1,200円

[見聴覚室 2,050円

腔室 170円

設備名 単位 上限額

研 修

陳

ビデオ 1回 につき 1,020円

プロジェクター 1,020円

オーバーヘ ッ ド

プロジェクター

1,020円

スクリーン 1,020円

政送設備 1,020円

パ ソコン 510円

/令暖房設備 1時 間 に つ

き

570円

別表 (第 16条関係 )

(1)施設利用料金

備考 略

12)附属設備利用料金

備考 略

施設名 上限額

(1時 間につき)

研修棟 第1教室 600円

第2教室 660円

第3教室 460円

第4教室 530円

棄習室 1,000円

l兄聴覚室 1,860円

陛室 140円

設備名 単位 上限額

研 修

棟

ビデオ 回につき 1,000円

プロジェクター 1,000円

オーバーヘ ッ ド

プロジェクター

1,000円

スクリーン 1,000円

政送設備 1,000円

パ ソコン 500円

冷暖房設備 1時 間 につ

き

560円

5



所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 224号

提  出  課 施設経営管理室

上越市索道条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)金谷山 リフ トの使用料を次のように改定する。 (別表関係 )

区分

使用料

改定後 現 行

一般
小 。中

学生
一般

小 。中

学生

4月 1日 か ら 10月 31日 まで
1回券 210円 160円 200円 150円

6回券 1,050円 800円 1,000円 750円

12月 1日 か ら

翌年 3月 31日
まで

個人

1回券 210円 160円 200円 150円

11回券 2,100円 1,600円 2,000円 1,500円

市内の小学校、中学

校及び高等学校のス

キー授業等の場合

1回券 100円 90円

(2)(1)の改正は、令和 2年 4月 1日 以後に発行 される 1回券、 6回券及び 11回券

(以 下 「1回 券等」 とい う。)について適用 し、同 日前に発行 される 1回券等につ

いては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の日

4 上越市索道条例改正案新旧射照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 5条 関係 )

月 1日 か ら 1

31日 まで

使用料

区 分
一 般

小 。中

学生

1回券 210円 160円

6回券 1,050円 800円

別表 (第 5条 関係 )

月 1日 か ら 1

31日 まで

使用料

区分
一 般

小・ 中

学生

1回券

|

200円 150円

6回券 1,000円 750円
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改  正  案 改  正  前

備考 略

1回券 160円210円
|

■ 回券 名Юo司 L揃綱
国人

2月 1

日か ら

日まで

3

年

市内の小

学校、中

学校及び

高等学校

のスキー

瞬業等の

場合

1回券 100円

備考 略

1回券 200円 150円
個人

11回券 2,000円 1,500円

月 1

日か ら

日まで

3

年

市 内 の小

学校 、 中

学校 及 び

高等 学校

の ス キィ

授業 等 の

場合

1回券 90円
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 225号

提  出  課 施設経営管理室

上越市スーパーボブス レー条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

施設の使用料を次のように改定す る。 (第 6条関係 )位)

使用区分

使用料

改定後 現 行

1回券 6回券 1回券 6回券

一般 200円 1 000円 150円 750円

(2)(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後に発行 される 1回券及び 6回券 (以下 「1回

券等」 とい う。)について適用 し、同 日前に発行 された 1回券等については、なお

従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市スーパーボブス レー条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(使用料 )

第 6条 略

使用

区分

使用料
備 考

1回券 6回券

一般 200円 1 000

・3歳以下の幼

児 は無料 とす

る。

・未就学児 が使

用 す る 場 合

は、中学生以

上の同乗者 を

必要 とする。

(使用料 )

第 6条 略

使用

区分

使用料
備 考

1回券 6回券

一般 150円 750円

・ 3歳以下の幼

児 は無料 とす

る。

・ 未就学児 が使

用 す る 場 合

は、中学生以

上 の同乗者 を

必要 とす る。
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 226号

提  出  課 施設経営管理室

上越観光物産センター条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の使用料を次のように改定す る。 (別表関係 )

施設名 単位
使用料

改定後 現  行

太ホール と時間につき 11,210円 11,000円

中ホール 2 750円 2 700円

会議室 1 380円 1 350円

異示 ギ ャラ リー L 日 1 平方メ・―トアレイこ

つき 70円 60円
その他附属施設

121 大ホールを利用する場合で冷暖房を利用 しないときの使用料を 「9, 00o円 」

か ら「9, 170円 」に改定する。 (別表関係 )

13)(1)及 び121の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用

については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越観光物産センター条例改正案新旧対照表

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 8条、第 10条関係 )

備 考

1 大ホールを利用す る場合で冷暖房 を

利 用 し な い と き の 使 用 料 は 、

施設名 単位
・使用料

大ホール 1時間につ き ■,210円

中ホール 2,750円

会議室 1,380円

展示 ギ ャ ラ リー [日 1平方メー

トルにつき
70円

その他附属施設

別表 (第 8条、第 10条関係 )

備考

1 大ホール を利用す る場合で冷暖房 を

利用 し な い と き は 、 こ の 表 中

施設名 単位 使用料

太ホール 1時間につき 11,000円

中ホール 2,700円

会議室 1,350円

展示 ギャラ リー 1日 1平方 メー

トルにつき
60円

その他附属施設
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「9,170円

とする。

2～ 4 略

「 11, oo0 Jと あ る の は、

「 91 000円 | とする。

2～ 4 略
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 227号

提  出  課 施設経営管理室

直江津屋台会館条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

伍)施設の使用料を次のように改定す る。 (別表関係 )

施設名
使用料 (1時間につき)

改定後 現  行

イベン トホール 5,060円 4,600円

広場 l nt当 た り 10円 1∬当た り5円

12)イ ベ ン トホ ール を利 用 す る場 合 で冷 暖 房 を利 用 しな い とき の使 用 料 を

「3, 800円 」から「4, 180円 」に:女定する。 (別表関係 )

13)但 )及 び(2)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用

については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 直江津屋台会館条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 11条関係 )

備考

1～ 4 略

5 イベ ン トホールを利用す る場合で

冷暖房 を利用 しない ときの使 用 料

は 、 「 4,180

施設名
使用料

(1時間につき)

イベ ン トホール 5,06Q円

広場 1だ 当た り10円

6 略

とする。

別表 (第 11条関係 )

備考

1～ 4 略

5 イベン トホール を利用する場合で

冷暖房を利用 しない ときは、この表

中 「4,600円 」 とあるのは、
「3,800円 |と

施設名
使用料

(1時間につき)

イベン トホール 4,600円

広場 1だ 当た り 5円

6 略

する。
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 228号

提  出  課 施設経営管理室

上越市大島庄屋の家条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設 における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の使用料を次のように改定す る。 (別表関係 )

区分 単 位
使用料

改定後 現 行

研修室

るさと

ヒ交流会館 室

泊利用

4時間まで 2,200円 2,000円

4時間を超 え4時間までごとに 1,650円 1,500円

1室につき 4時間まで 1,650円 1ぅ 500円

1室につき 4時間を超え4時間

までごとに
1,100円 1,000円

1人 1泊 につき 3,300円 3,000円

やぶ き

体験棟

間

体験室

1室につき 4時間まで 3,300円 3,000円

1室につき 4時間を超え4時間

までごとに
と,650円 1,500円

4時間まで 4,400円 4,000円

4時間を超 え4時間までごとに 2,200円 2,000円

(2)(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市大島庄屋の家条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  1前

別表 (第 10条関係 )

る

化

館
時間を超え 4

までごとに
1,650円

使用料区 分 単位

2,200円4時間までさ と

室

別表 (第 10条関係 )

るさと
研

化 交

館

時間を超え 4

までごとに

区分 単位 使用料

4時間まで 2,000円

室 1,500円
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改  正  案 改  正  前

備考 略

1室につき 4時間

まで
1,650円

下口室 1室につき 4時間

を超え 4時間まで

ごとに

1,100円

宿 泊 利

用
と人 1泊 につき 3,300円

[室につき 4時間

まで
3,300円

堕敷

広間
[室につき 4時間

を超 え 4時間まで

ごとに

1,650円

生時間まで 4,400円

き

調 理 体

強室 4時間を超え 4時

間までごとに
2,200円

備考 略

1室につき 4時間

まで
1,500円

和室 1室につき 4時間

を超え 4時間まで

ごとに

1,000円

宿 泊 利

用
1人 1泊 につき 3,000円

1室 につき 4時間

まで
3,000田

座敷

広間
と室につき 4時間

を超え 4時間まで

ごとに

1,500円

生時間まで 4,000円

き

調 理 体

験室 生時間を超 え 4時

間までごとに
2,000円
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 229号

提  出  課 施設経営管理室

上越市光ヶ原高原観光総合施設条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の入場料及び使用料を次のように改定する。 (別表第 1、 別表第 2関係 )

区分 単位
入場料

改定後 現 行

中学生以上

1人

510円 500円

小学生 310円 300円

2歳以上の未就学児 210円 200円

施設名 単位
施設使用料

改定後 現  行

フ ァ ー

・ ヴ ィ

ンジ

広間 60畳
原セ ンター

広間 20畳
1室

6,120円 6,000円

3 060円 3 000円

ポ ー

。ヴ ィ

ンジ

ニスコー ト 1面
1時間につ き

1,020円
1時間につき

1,000円

学生以上

リーンパ

原荘

泊室

キ ャ ン

ン グ ・

ィレッジ

学ヽ生

ャ ワーッレ―ヽム

ミンガロー

ャンプ場
ャンプサイ ト

1人
2 350円 2 300円

1,230円 1 200円

1回 210円 200円

1棟 3,060円 3,000円

1張 1 020円 1,000円

121(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日
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4 上越市光ヶ原高原観光総合施設条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  前改  正  案

別表第 1(第 9条関係 )

別表第 2(第 9条関係 )

区分 単位 入場料

中学生以上

1人

500円

小学生 300円

2歳以上の未就学児 200円

施設名 単

位

施設使

用料

摘要

ア

ム 原

ン

イ

ツ ジ

大 広 間

30畳

1室

6,000円
・ 占用利

用 に限

る。
中 広 間

20畳
3,000円

ツ

ニスコー ト

レ

ツ ジ

l面

1時間に

つき

1,000円

・利用 時

間が 1

時間 に

満 た な

い とき

は 、 1

時間 と

して計

算  す

る。

リ

キ  ャ

ン

ン

イ

ツ ジ

ヤ

宿

泊

室

中 学

生 以

上

1人

2,300円

・未就 学

児 は 、

無料 と

する。

・飲食 料

金 を除

く。

小 学

生
1,200円

シ ャ フヽ

ー ル  ー

ム

1回 200円

バ ン ガ

ロ ー

1棟 3,000円

キ ャ ン

プ サ イ

ト

[張 1,000円

別表第 1(第 9条関係 )

別表第 2(第 9条関係 )

区分 単位 入場料

中学生以上

と人

510円

小学生 310円

2歳以上の未就学児 210円

施設名
単

位

施設使

用料
摘 要

ア

ム

広 問

畳

広 間

0畳
ツ ジ

l室

6,120円
・ 占用利

用 に 限

る。3,060円

ツ

ニスコー ト

ツ ジ

1面

1時間に

つき

1,020円

・ 利 用 時

間 が 1

時 間 に

満 た な

い とき

|ま 、 1

時 間 と

して計

算  す

る。

ヅ

ヤ
ヾ

ヤ ワ

ル

イ

ン

ヤ

サ

ト

ツ ジ

ヤ

イ

と人

2,350円

・ 未就 学

児 は 、

無 料 と

す る。

・ 飲 食料

金 を除

くb

1,230円

1回 210円

1棟 3,060円

L張 1,020円
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 230号

提  出  課 施設経営管理室

上越市シーサイ ドパーク名立条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設 における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 主な改正内容

但)施設の使用料を次のように改定する。 (別表第 1、 別 第 2関係 )

区分 単位
占用料

改定後 現  行

物品の販売、募金その他 これ らに類する行為 l m2当 た

り 1日 に

つき

110円 100円

興行 30円 20円

展示会、集会その他 これ らに類する行為 20円 10円

121(1)の 改正の うち別表第 1で規定するバーベキューハ ウスの項使用料の欄に係 る部

分及び別表第 2の規定は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同日前の

利用については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

(3)(1)の 改正の うち別表第 1で規定す る 1回 券及び 6回券 (以 下 「 1回券等」 とい

う。)に係る部分は、令和 2年 4月 1日 以後に発行する 1回券等について適用 し、

同 日前に発行 された 1回券等については、なお従前の例によることとする。 (附則

第 3項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

使用料
施設名 区分

改定後 現 行

1回券 310円 300円

6回券 550円1 500円1

ビングボブス レー

160円ローラースライダー 1回券 150円

l区画につき 020円1 000円1バーベキューハウス
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改  正  案 改  正  前

施設名 区分 使用料 摘 要

ビ ッグボ

グスレー

1回券 310円 ・ 未 就 学 児

は 、 無 料 と

す る。

・ 未 就 学 児 が

利用する場

合は、中学

生以上の同

乗者 を必要

とす る。

3回 券 1,550円

口 ~フ ~

スライダ 1回券 160円

バー ベ キ

ュー ハ ウ

ス

[区 画

につき
1,020円

別表第 1(第 12条関係 )

別表第 2(第 12条関係 )

備考 略

区分 単位 占用料

物品の販売、募金その

l也 これらに類する行為

lm2当 た

り1日 に

つき

■0円

輿行 30円

興示会、集会その他 こ

れらに類する行為
20円

別表第 1(第 12条関係 )

別表第 2(第 12条関係 )

備考 略

施設名 区 分 使用料 摘 要

ビ ッグボ

グスレー

1回 券 300円 ・ 未 就 学 児

は 、 無 料 と

する。

・ 未 就 学児 が

利用する場

合は、中学

生以上の同

乗者を必要

とする。

ら回券 1,500円

口 ~フ ~

スライダ
1回 に

つき
150円

バー ベ キ

ュー ハ ウ

ス

1区 画

につき
1 000

区分 単位 占用料

物品の販 売、募金その

幽これ らに類す る行為

lm2当 た

り1日 に

つき

100円

興行 20円

襲示会、集 会そ の他 こ

れらに類する行為
10円

4 上越市シーサイ ドパーク名立条例改正案新旧紺照表

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 231号

提  出  課 施設経営管理室

上越市牧ふれあい体験交流施設条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額を改定するもの

2 改正内容

位)施 設の使用料を次のように改定する。 (別表関係 )

施設名

使用料 (1時間につき)

改定後 現 行

交流研修館

研修室 500円 490円

ミーティングルーム 140円 130円

体験調理室 。実習室 520円 510円

ホール 350円 340円

ふれ あい広場 240円 200円

(2)(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市牧ふれあい体験交流施設条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 10条関係 )

施設名
度用料 (1時間

につき)

交 流 研 修

館

研修室 500円

ミーァィングル

ーム
140円

l本験調理室・実

習室
520円

ホール 350円

ふれあい広場 240円

備考 略

別表 (第 10条関係 )

施設名
l吏用料 (1時間

につき)

修 室

ミーティング

流 研 ム

験 調 理 室・

室

― ル

490円

130円

510円

340円

ふれあい広場 200円

備考 略
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 232号

提  出  課 施設経営管理室

上越市ゑ しんの里記念館条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の利用料金の上限額を次のように改定する (別表関係 )

施設名
上限額 (1室 1時間につき)

改定後 現  行

多目的ホール 1 230円 1, 110円

和室 (16畳 ) 180円 150円

(2)(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市ゑ しんの里記念館条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 14条関係 )

備考 略

施設名
上限額

(1室 1時間につき)

多目的ホール 1,230円

和室 (16畳 ) 180円

別表 (第 14条関係 )

備考 略

施設名
上限額

(1室 1時間につき)

多目的ホール 1. 110円

和室 (16畳 ) 150円
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3

4

所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 233号

提  出  課 施設経営管理室

上越市五智歴史の里会館条例の一部改正について

1 改正理由             ′

公の施設 における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係 )

区分 単位
上限額

改定後 現 行

休憩室兼多 目的室 1時間につき 720円 700円

(2)(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

(下線部分が改正箇所 )

日

日

期

の

行

布

施

公

上越市五智歴史の里会館条例改正案新旧対照表

改  正  案 改  正  前

別表 (第 15条関係)

区分 上限額 (1時間につき)

休憩室兼多目的室 720円

備考 略

別表 (第 15条関係 )

区分 上限額 (1時間につき)

休憩室兼多 目的室 700円

備考 略
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 134号

提  出  課 産業立地課

歳出科 目 (P32～ P33) 7款 1項 2目 商工振興費

単位 :千円

事 業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

設備投資促進事業 351,598 13,873 365,471

主 な 補 正 財 源 主  1な  経  費

一般財涼 13,873 負担金補助及び交付金

13,873

【補正理由】

新潟県南部産業団地、板倉北部工業団地、三和西部産業団地の分譲に伴い、産業団地等

取得補助金を増額するもの

【補正内容】

産業団地等取得補助金の増額

項 目 補正前 補正額 補正後

負担金補助及び交付金 311,622 13,873 325,495
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1 新潟県南都産業団地

(1)補助対象面積  5,876。 26ポ

(2)補助金交付見込額 7.766千円 (千円未満切捨て)

購入価格の 100分の 10(5,000ポ 以下の面積)

5,000.00だ ×12,300円 /だ ×10/100=6,150,000円

購入価格の 100分の 15(5,000H:を超え 10,00o H:以 下の面積 )

876.26∬×12,300円 /ピ×15/100≒ 1,616,699円

【位置図】 分譲団地名 :新潟県南部産業団地 (上越市大宇石橋新田地内)

分譲地

至 靭

l有)日本海ファ本ム

図噂ケショウ

1霞貌ぷ潮榊

謝髯酵ヲワ理選

Ⅷ
ロセキネ
リプラスl働

調整池

零 軸

働
'僑

蘭商事

¬

N

①
分議用絶lE

築抑済用→也瀬
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2 板倉北部工業団地

(1)補助対象面積  4,980.06 Hf

(2)補助金交付見込額 3.884千円 (千円未満切捨て)

【位置図】 分譲団地名 :板倉北部工業団地 (上越市板倉区稲増地内)

購入価格の 100分の 10(5,000 Hf以 下の面積)

4,980.06だ×7,800円 /■【×10/100=3,884,448円

分譲地

羽深機工l榊

翻 麟

一Ｎ

の
金機届雌塵

柳 掘
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3 三和西部産業団地

(1)補助対象面積 3,000.07だ

(2) 補助金交付見込額 2.223千円 (千

購入価格の 100分の 10(5,000H:以 下の面積)

3,000,07 nt× 7,410円 /■f× 10/100≒ 2,223,051円

【位置図】 分譲団地名 :三和西部産業団地 (上越市三和区稲原及び岡木地内)

分譲地

爛サトウ産業

N

懇醜 ■
期期鏡a

②
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提  出  課 観光交流推進課

歳出科 目 (P32～ P33) 7款 1項 3日 観光交流費

単位 :千円

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 6,842 負担金補助及び交付金

6,842

【補正理由】

台風 19号による関川の増水により、例年観桜会の来場者臨時駐車場として使用している

中央橋の右岸に土砂が堆積し、使用が困難な状況であることから、令和 2年度の観桜会に

向けた駐車場の整備を行 うため、観桜会事業補助金を増額するもの

【補正内容】

観桜会事業補助金の増額

項  目 補正前 補正額 補正後

負担金補助及び交付金 56,006 6 842 62,848

56,006 6,842 62,848

○整備内容
。中央橋右岸上流側 (駐車台数 : 70台 )

。中央橋右岸下流側 (駐車台数 :450台 )

砕石敷設、転圧

砕石敷設、転圧

事    業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

イベン ト推進費 108,321 6,842 115,168
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